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7．第 2 部：報告  

【司会：古川】 

それでは、時間になりましたので委員会を再開いたします。 

第２部は、「血液製剤の使用適正化に関する

アンケートの集計結果報告」についてです。 

報告していただきますのは、聖マリア病院輸血科

大﨑浩一先生です。それでは、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

報 告：「血液製剤の使用適正化に関するアンケート」 

聖マリア病院 輸血科 

  大﨑 浩一 

 

聖マリア病院輸血科の大﨑です。私からは血液製剤

の使用適正化に関するアンケート集計結果報告をさせて

いただきます。 

 

 

このアンケートは福岡県合同輸血療法委員会発足か

ら毎年行われているものですが、調査項目としては参加

病院の概要について、具体的には年間の輸血実施件数、

手術件数など、続いて輸血管理体制について、輸血管

理料を算定しているか、学会認定看護師が在籍してい

るかなど、それから血液製剤の使用適正化について、赤

血球や新鮮凍結血漿・血小板の使用状況や廃棄など

を質問しています。それからアルブミン製剤、免疫グロブリ

ン製剤、そして今年はフィブリノゲン製剤の使用状況につ

いても調査しました。 

 

 

輸血業務に関するアンケートの集計結果ですが、今回

は 125 施設を対象にアンケートを行い、うち 124 施設

99％の施設から回答をいただきました。この種のアンケー

ト調査の回答率としては極めて高い回答率だと思います。

アンケートの項目はできるだけ日本輸血・細胞治療学会

の「血液製剤使用実態調査に係るアンケート」と共通化

して調査・回答の手間を省くようにしていますが、それでも

アンケートの回答はとても手間がかかる作業だと思います。

これだけ多くの施設にご協力いただいたことに感謝申し上

げます。 

回答者の内訳としては医師3名、検査技師109名、

薬剤師 3 名、看護師 1 名、事務が 8 名でした。 
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福岡県における血液製剤供給単位数の推移です。

赤血球製剤、血漿数についてはここ数年ほぼ横ばいの

状態が続いていますが、血小板製剤については2018 年

をピークに、徐々に減少傾向にあります。この理由として

は、血小板減少症に対する新規薬剤の導入により血小

板輸血を必要とするケースが減ったこと、加えて科学的根

拠に基づいた血小板製剤の使用ガイドラインが発表され、

各医療施設が血小板輸血の際のトリガー値を引き下げ

たことが関係していると考えられます。 

 

 

アンケート実施病院への血液製剤供給状況です。今

回 125 施設対象にアンケート調査を行いましたが、回答

があった 124 施設は福岡県内における輸血供給数の

96.2％を占めています。つまり今回アンケートにご回答い

ただいた施設の内訳を見ることで、福岡県内における輸

血の状況がほぼ把握できることになります。赤血球製剤

については、アンケートに回答いただいた施設で県内使用

量の 92.6％、血漿製剤・血小板製剤については約

99％を占めています。県内の血液製剤はほとんどがアン

ケートに回答いただいた 124 施設で消費されていることに

なります。 

 

 

「福岡県における診療状況」です。「救命救急センター

がある」との回答が 20 施設、「心臓大血管手術を行って

いる」との回答が 25 施設、「肝移植を行っている」との回

答が 1 施設、「腎移植を行っている」との回答が 5 施設

でした。 

心臓手術の件数はご覧の通り10年前と比べると3倍

以上に増えています。一方、造血幹細胞移植については

2011 年には 414 件でしたが 2021 年には 302 件と減

少傾向しています。これは血液疾患において新たな薬物

や治療法が導入され、今まで造血幹細胞移植しか治療

法がなかったものが、他の治療によって代替されるようにな

ったためと考えられます。一方血漿交換は増加傾向にあ

ります。 
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輸血管理料に関する施設基準です。皆さんご存じかと

思いますが、輸血管理料にはⅠとⅡがあります。Ⅰのほう

が基準が厳しくなっています。輸血管理料Ⅰを算定する

ためには輸血責任医師として専任の常勤医師を置かな

ければなりませんし、検査技師も専従の常勤技師が1名

以上必要です。さらに輸血用血液製剤とアルブミン製剤

の一元管理が求められます。その代わりに、この厳しい条

件をクリアすれば 220 点という高い管理料が算定できま

す。 

 

 

「輸血管理料を算定していますか」という質問に対して、

今年度は輸血管理料Ⅰを取得しているところが 19 施設、

Ⅱが 72 施設、輸血管理料を算定していないところが 33

施設でした。昨年と比べて輸血管理料Ⅰを算定している

施設が 16 から 19 に増えて、輸血管理料Ⅱを算定して

いる施設が 74 から 72 に減りました。これは今まで輸血

管理料Ⅱを算定していた施設がアルブミンの一元管理あ

るいはアルブミン／MAP 比などの基準をクリアし、輸血管

理料Ⅰを算定できるようになったためと考えられます。 

 

 

「輸血管理料を算定していますか」という質問について

病床別に見てみると、400 床以上の規模が大きい施設

では、22 施設中 14 施設が「輸血管理料Ⅰ」を、7 施

設が「輸血管理料Ⅱ」を算定しています。200～399 床

の規模の施設におきましても 4 施設が「輸血管理料Ⅰ」

を、36 施設が「輸血管理料Ⅱ」を算定していますので、

200 ベッド以上の比較的規模が大きい病院においては、

ほとんどの施設で輸血管理料ⅠまたはⅡが算定できてお

り、輸血の管理体制が整っていることが伺えます。 

 

 

輸血管理料の条件を満たさない病院について、その理

由をお尋ねしたところ、「責任医師が未配置」というところ

は減少傾向にありました。輸血管理料 I の算定に係る

「血液製剤のアルブミン製剤の一元管理が未実施」とい

うところが 17 施設、「常勤臨床検査技師が未配置」が
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17 施設、それから「輸血療法委員会の開催回数が不

足」というところは昨年から逆に増えて 8 施設になっていま

す。このあたりはフォーマットの提供など福岡県合同輸血

療法委員会でお手伝いできるところがあるかと思います。 

 

 

輸血管理料が条件を満たさない理由の中で、責任医

師不在および検査技師不在を病床別に見てみました。

年間の赤血球輸血単位数が 1,000 単位以上の施設

では管理料算定条件を満たさないところはありませんでし

た。年間輸血量 1,000 単位というのは 1 年間をおよそ

50 週とすると 1 週間に 20 単位、週に赤血球 2 単位を

10バッグ使用ですから、ほぼ毎日のように輸血している病

院と言えるわけですが、毎日のように輸血が行われている

医療機関においては、責任医師や検査技師の不在で

輸血管理料の条件を満たさないところはないということに

なります。 

一方、年間の輸血量が 1000 単位に満たない施設、

特に 500 単位未満の施設では責任医師不在や検査

技師不在のために輸血管理料を算定できていないという

ことが分かります。 

 

 

輸血適正使用管理加算の施設基準として、FFP／

RBC 比、アルブミン／RBC 比はご覧のようにになっており、

輸血管理料Ⅰに比べると輸血管理料Ⅱではアルブミン

製剤の一元管理が求められない代わりに FFP／RBC 比

の基準が厳しく設定されてます。 

 

 

「輸血適正使用加算を算定していますか」という質問

に対して、2021 年は 53 施設が算定していましたが、

2020 年には 55 施設に増えています。これも先ほどお話

にも出た通り、これまで輸血管理料Ⅱを算定していた施

設が輸血管理料Ⅰを算定できるようになり、FFP/RBC

比の基準が下がったことで適正使用加算が算定できるよ

うになったものと考えられます。また、輸血適正使用加算

の条件を満たさない理由として、アルブミン/RBC 比、

FFP/RBC 比がの基準を満たしていない施設はご覧の通

りいずれも減少傾向でした。 
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「使用血液製剤の査定状況を院内輸血療法委員会

などを通じて職員への周知行っていますか」については 89

施設が「はい」と回答しており、これは年々増加傾向にあ

ります。輸血療法委員会を通じて情報が周知されている

ことが分かります。 

 

 

続いて、「貯血式自己血輸血管理体制加算を算定

していますか」という質問です。昨年はやや減少傾向にあ

りましたが、今年は 13 施設と増加に転じています。「日

本自己血輸血・周術期輸血学会の貯血式自己血輸

血の実施指針の最も新しい 2020 年の指針をご存じで

すか」という質問に対しても、90 施設が知っていると回答

しており、ガイドラインを遵守して自己血貯血が実施され

ているものと考えられます。 

 

 

看護師の資格取得状況について尋ねました。「学会

認定臨床輸血看護師が在籍しているか」については 18

施設より計 51 名が在籍しているという回答を得ました。

昨年より 2 名増えています。 

次に、自己血輸血看護師は 11 施設、23 名で、人

数は変わりませんでしたが施設数は 1 つ減少しています。

学会認定アフェレーシスナースは昨年より1 名減って 1 施

設 1 名のみとなっています。資格を取るのも大変ですが、

取った資格を維持するのも同じく大変ですので、複数の

資格を持っておられる看護師の場合、配置転換や異動

などで資格の維持が難しくなり資格を手放したケースもあ

るものと思われます。 

 

 

「今後、学会認定資格を取得予定の看護師さんがい

ますか」という質問に対して、「学会認定臨床輸血看護

師」が 6 施設 8 名、「自己血輸血看護師」が 2 施設 2

名、「アフェレーシスナース」が 1 施設 1 名でした。資格を

取得することは非常に有意義なことですし、認定資格を
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持った看護師が 1 人しかいない施設では活動もなかなか

難しいと思います。資格を持った看護師の数が 1 名から

2 名、3 名と増えていくと、院内でも存在感が増していき

ますし、いろいろな活動が行いやすくなります。認定資格

を持った看護師が 1 人しかいない施設においては、ぜひ

認定看護師を 2 名、3 名と増やす取り組みをしていただ

ければと思います。 

 

 

次に、学会認定資格を持つ看護師について、輸血を

実施する部署の在籍年数を聞きました。臨床輸血看護

師については「5 年未満」の方が 6 名、「5 年～9 年」の

方が 12 名、「10 年以上」の方が 29 名という結果にな

り、輸血を実施する部署の在籍年数が多い方が人数が

多くなる傾向にあります。 

一方、「学会認定自己血輸血看護師」は、逆に「5

年未満」の方が 10 人、「5～9 年」の方が 7 人、「10 年

以上」の方が 6 人ということで、在籍年数が短い方が人

数が多くなっています。臨床輸血看護師と自己血輸血

看護師とで傾向が逆になるのが興味深いところですが、

自己血輸血看護師に比べて臨床輸血看護師の方が資

格取得のために学習しなければならない事項が多いから

なのか、ある程度部署で経験を積んでから資格を取得す

るということなのかもしれません。また、学会認定アフェレー

シスナースについては「10 年以上」の経験の方が 1 人と

いう結果でした。 

 

 

続いて、「日本輸血・細胞治療学会認定資格を持つ

臨床検査技師はいますか」という質問に対して、「認定輸

血検査技師」が在籍しているのは 34 施設、59 名という

結果でした。また「今後、資格を取得予定の検査技師は

いますか」という質問に対しては、40 施設、58 名の方が

今後取得予定ということで、これも非常に喜ばしいことで

す。正確な輸血検査は安全な輸血の生命線でもありま

すので、輸血検査に従事しておられる技師の皆さんには

ぜひ認定資格取得目指していただきたいと思います。 

 

 

ここからは血液製剤の使用状況についての質問になり

ます。まず RBC を病床別に見てみました。ピンク色が

「1,000 単位以上」ですから、先ほどもお話したとおり大

体週に 1 回以上は赤血球輸血をしている施設ということ

になります。病床数400 以上の施設では大半が RBCを

年間 1,000 単位以上使っていますし、うち 12 施設にお

いては「年間5,000 単位」と非常に多くの赤血球が使用

されています。 



30 

 

また、病床数 200～399 の 45 施設中 27 施設で

年間 1000 単位、「週に 1 回以上」の輸血が行われて

います。さらに 2 施設では年間「5000 単位」以上とより

多くの赤血球製剤が使われていました。一方、病床数

200 未満の施設においては輸血の頻度が低いところが

多いことが分かります。 

 

 

次に FFP ですが、これも病床数が多い施設ほど使用

量が多い傾向です。病床数 400 床の 22 施設中 10

施設で「1,000 単位以上」、5 施設では「5,000 単位

以上」の FFP が使用されていました。 

 

 

血小板も同様で、病床数 400 以上の施設では「年

間 500 単位～5000 単位」使用が 7 施設、「5,000

単位以上」が 13 施設でした。病床数 200～399 の施

設においては「500 単位～5000 単位」使用しているとこ

ろが 20 施設、さらに 5000 単位以上と非常に使用量が

多いところが 1 施設という内訳でした。 

 

 

院内在庫の状況についてお尋ねしました。赤血球製

剤については51施設が「院内在庫あり」、73施設が「院

内在庫なし」という回答でした。新鮮凍結血漿については

29 施設が「院内在庫あり」、95 施設が「院内在庫なし」

という回答でした。これは高次救急を行っているかなど、

病院毎の診療状況の違いを反映しているものと思われま

す。 

 

 

「赤血球新鮮凍結血漿、血小板製剤および自己血

を有効期限切れなどの理由で破棄処分しましたか」という

質問に対しては、2022 年は赤血球製剤 2,299 単位、

破棄率が 0.9％となりました。破棄率、破棄の実数とも

に 2021 年よりは減少傾向にありますが、依然として年

間に 2,000 単位以上の赤血球製剤が破棄されている

状況です。新鮮凍結血漿の破棄は昨年より減少してい
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ますが血小板製剤の破棄は増加しています。患者の状

態の変化などでやむを得ず輸血が中止となり製剤を破棄

せざるを得ないケースもあるかと思いますが、一方では過

剰なオーダーや不適切な取り扱いのために破棄されてい

るケースもあるかと思います。 

 

 

血液製剤の破棄は医療資源の無駄というのはもちろ

んですが、献血して下さった献血者の善意が無駄になっ

てしまうことでもありますので、減少傾向にあるから良いと

いうことではありません。我々としては製剤の破棄ゼロを目

指すことを常に考えていかなければいけないと思います。こ

のように、赤血球製剤の破棄割合としては下がってきてい

ますが、これに満足することなく廃棄をもっともっと減らして

いく努力を継続していかなければなりません。 

 

 

2021 年度の赤血球製剤の破棄状況について使用

量と破棄率の関係を見たものです。破棄率 10％以上の

施設が 5 施設、福岡地区で 2 施設、北九州地区で 3

施設あります。ただしグラフの見方に注意が必要で、破棄

率が高いからと言って破棄量が多いわけではありません。

製剤の使用量が少ないところでは、たった 1 バッグ廃棄が

出ただけでも破棄率は非常に高くなってしまいます。グラフ

を見ていただくと分かりますが、破棄率が高い施設はいず

れもグラフの左端、つまり血液製剤使用量が非常に少な

い施設です。ですから何らかの理由で製剤が使えなくなる

と転用できずに破棄に至るという状況があります。この点

は先ほどの ATR の話とも関係してきますが、何らかの改

善が必要なところかと思います。 

 

 

続いて、「アルブミン製剤の使用状況」です。等張アル

ブミンについては加熱人血漿タンパク 250ml 製剤および

5%・250ml 製剤を使用する施設が増加傾向にありま

す。高張アルブミンについてはほぼ昨年並みの状況ですが、

20ml 製剤を使用する施設が若干増加しています。 

 

 

アルブミン製剤の使用状況を国産品と輸入品の割合
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で見てみました。需給率を上げようと言われていますが、

なかなか上がらないのが実状です。5％、250ml 製剤に

ついては国産品の割合が 50％を切っていますし、高張

製剤についても、60～70％にとどまってこれ以上になかな

か上がっていかない状況です。輸入品と国産品の価格差

は見直されていますが、薬価とは別に納入価格に差があ

り、国産品への転換に踏み切れない事情もあるのではな

いかと思われます。 

 

 

続いて、近年適応の拡大で使用量が増加傾向にある

免疫グロブリンです。これも病床数が大きい施設ほど使用

量が多い傾向にあります。病床数 400 以上の 22 施設

の中で「年間 5,000g 以上」使用しているところが 11 施

設、1000g 以上 5000g 未満が 8 施設で、90%の施

設で 1000g 以上使用されていました。一方病床数が

200 以上 400 未満の施設では 1000g 以上使用して

いるところは 2 割にとどまっていました。 

 

 

免疫グロブリン製剤の使用状況も、昨年と比べて 1 施

設当たりの使用量が増加方向へシフトしています。免疫

グロブリン製剤の適応が拡大され、使用される場面が増

えてきていることが見てとれます。 

 

 

最後に、今年はフィブリノゲンについての調査を加えまし

た。ご存じのように、2021 年 9 月から産科危機的出血

における後天性低フィブリノゲン血症に対してフィブリノゲン

製剤が使用できるようになりましたので、その使用状況に

ついて調査しています。「フィブリノゲン製剤の使用あり」と

回答した施設が 12 施設ありましたが、病床数別に見る

と 400 以上の大規模施設で「10～50 グラム」使用され

ているところが 4 施設、病床数 200～399 の施設にお

いても 10g 以上使用されているところが 1 施設ありまし

た。 

 

 

次に「使用実績がある」と回答した 12 施設の内訳を

詳しく見てみます。使用量が一番少ない A 病院で「3g」
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です。産科機危機的出血におけるフィブリノゲン使用量の

基本が 3g ですので、そのような使い方をされたものと考え

られます。一番多い施設で「47g」ですが、フィブリノゲン

製剤の使用量が多い施設の多くは心臓大血管手術が

行われているます。今のところ心臓大血管手術に対して

フィブリノゲン製剤の適用はありませんが、今後、心臓大

血管手術に対して適用が拡大された際には、こういった

施設ではフィブリノゲン使用量が一層多くなることが予想

されますので、症例毎に使用の背景をしっかり把握するこ

とが求められます。 

 

 

最後の質問です。「日本輸血・細胞治療学会の血液

製剤使用実施調査に係るアンケートに回答しましたか」と

いう質問には大半の 102 施設が「はい」と答えています。

福岡県合同輸血療法委員会のアンケートの内容も、な

るべく日本輸血・細胞治療学会のアンケートと質問内容

を共通化して、製剤使用量集計などの負担をできるだけ

減らすようにしています。県内の輸血医療の状況を正確

に把握するため、引き続き、皆様のご協力を宜しくお願い

いたします。 

 

 

今回アンケートにご回答いただいたのが 124 施設でし

たが、福岡県合同輸血療法委員会のアンケート調査の

大きな特徴でもある病院名の公表のご承諾を頂いた施

設が 122 施設あります。後日皆さんに資料にまとめてお

配りしますが、それぞれの施設の規模に近い他の施設と

製剤使用量などを比較することで、自施設の輸血の内

容を客観視することができると思います。それを輸血内容

の見直し、そして血液製剤適正使用のより一層の推進

にぜひお役立ていただきたいと思います。 

アンケートにご協力いただきまして、誠にありがとうござい

ました。発表は以上です。 

 

 

【司会：古川】 

大﨑先生、ありがとうございました。これで第 2 部を終

了させていただきます。 

 

 

 

  


